
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額 0 0

千円)

同和団体助成費

電話番号：058-272-1111（内3052）

E-mail：c11227@pref.gifu.lg.jp

環境エネルギー生活部　人権施策推進課　同和施策係

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和8年度当初予算 支出科目 款：民生費　項：社会福祉費　目：地方改善費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

(前年度予算額： 10,40010,400１ 事 業 費

事業費

0

寄附金

0

一　般
財　源

10,400

財 源 内 訳

県　債

0

0

10,400

10,400

10,400

収　入
その他

0 0 0

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

10,400

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0 0 0

同和問題の解決を図ることを目的として活動する団体に対する補助金

0

10,400

部落解放同盟岐阜県連合会　　5,120千円
自由同和会岐阜県本部　　　　5,120千円
岐阜県隣保館運営協議会　　　　160千円



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

事業内容の詳細

同和問題解決を図ることを目的に活動する団体に対する補助金

決定額の考え方
　

10,400合計

金額

10,400

・全額一般財源（県要綱に基づく定額補助）

３ 事業費の積算 内訳

事業内容

補助金

・無



□

■

・終期までに何をどのような状態にしたいのか

R6年度
実績

R5年度
8,218

目標 (R ) 達成率

補助金交付実績
（単位：千円）

R4年度 R6年度
9,665 9,863

（目標の達成度を示す指標と実績）

指標名
事業開始前 R7年度 R8年度 終期目標

(R )
①

実績

　団体の健全育成を図り、同和問題の早期解決と地域住民の福祉の増進に寄与する。

補助率・補助単価等 定額

（内容） 補助額 5,120千円（部落解放同盟岐阜県連合会、
　　　　　自由同和会岐阜県本部）
　　　　　補助額　 160千円（岐阜県隣保館運営協議会）

（理由） 岐阜県地方改善事業費等補助金交付要綱及び
　　　　岐阜県隣保館運営協議会事業費補助金に基づき
　　　　知事が定めた金額を補助

補助効果

  各団体は、県の同和施策の効率化及び円滑化に果たす役割が
極めて大きい。団体の健全育成を図ること、また、県内の隣保
館事業の推進が図られることにより、県内の同和問題の解決と
地域住民の福祉の増進が期待できる。

終期の設定 終期令和９年度
（理由） これまでに実施してきた同和対策事業により、住環
境などの物的事業については一部を除きほぼ完了したが、結婚
差別、就職差別などの心理的差別は依然として根強く残ってお
り、今後も差別解消のための啓発事業を進めていく必要があ
る。県の啓発活動の充実強化のためには、各団体の協力が必要
不可欠であり、団体の健全育成の継続を図り、また隣保館活動
の充実を推進するために、引き続き補助する必要がある。

（事業目標）

補助事業の概要 （目的） 同和問題解決に向けた施策の効率的かつ円滑
　　　　な推進
（内容） 団体の運営又は事業に要する経費のうち、
　　　　知事が適当と認めた経費を対象とする。

県 単 独 補 助 金 事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

（事業内容）

補助事業名
岐阜県地方改善事業費等補助金
岐阜県隣保館運営協議会事業費補助金

補助事業者（団体） 部落解放同盟岐阜県連合会（地方改善事業費等補助金）
自由同和会岐阜県本部（地方改善事業費等補助金）
岐阜県隣保館運営協議会(隣保館運営協議会事業費補助金)

（理由） 同和問題の解決に向けた啓発、相談対応等に
　　　 ついて行政の手の届かない部分を補完して実施
　　　 している団体



令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

・事業が直面する課題や改善が必要な事項

(評価) 　交付要綱に基づき実施している。

２

　団体に対して補助を行うことで、同和問題解決に向けた施策を効率的かつ円滑
に推進することができた。

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

(評価) 　目的の達成に向け県の施策を補完する効果が期待できる。

２

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり（単年度目標100％達成かつ他に特筆できる要素あり）
　２：期待どおりの成果あり（単年度目標100％達成）
　１：期待どおりの成果が得られていない（単年度目標50～100％）
　０：ほとんど成果が得られていない（単年度目標50％未満）

(評価) 　同和問題の解決に向けた施策の推進と地域住民の福祉の増進に寄与してい
る。２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

　部落解放同盟岐阜県連合会及び自由同和会岐阜県本部に対しては、現行の運営費・
事業費を対象とする定額補助から、事業に見合った額を補助する事業費補助への見直
し（平成１７年度の交付要綱改正により、実質的には事業費補助を主目的としてい
る。）を図るため、団体の自主啓発事業の取組み強化を指導。
　岐阜県隣保館運営協議会に対しては、生活困窮者自立支援法等に基づく新たな社会
福祉制度の活用に向けた情報収集や職員研修の取組み強化の指導・団体の自主啓発事
業の取組み強化を指導。
　平成28年12月に施行された「部落差別解消推進法」では、部落差別が今なお存在
し、その解消が国の重要な課題とされ、国の責務のほか、地方公共団体に教育・啓
発、相談体制の充実等に努める責務が定められた。
　部落差別の実態や当事者の声の把握、当事者が行政に相談しにくい事項の相談対応
等は、各団体が重要な役割を果たしており、法律に定められた責務を果たすためにも
各団体の活動支援及び団体との連携は不可欠であり、継続的な支援が必要である。

（今後の課題）

　同和問題に対する正しい理解と認識が県民の心に十分に行き届いているとは言えな
い状況にある。

（次年度の方向性）
・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか

（これまでの取組内容と成果）

　団体に対して補助を行うことで、同和問題解決に向けた施策を効率的かつ円滑
に推進することができた。

　団体に対して補助を行うことで、同和問題解決に向けた施策を効率的かつ円滑
に推進することができた。


